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◦中期財政計画
　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、健全化判断比率および資金不足比率について
お知らせします。
　平成 23 年度決算に基づき算定した本市の各指標は、以下のとおりで、健全化判断比率はいずれも国が定め
る「早期健全化基準」を下回っており、また、各公営企業における資金不足比率は、資金の不足を生じた会計
がないため該当がありませんでした。
　実質公債費比率は、市債の元利償還金が減少したことなどにより、昨年に比べ 1.8 ポイント減少しました。
　また、将来負担比率は、一般会計における地方債残高および一部事務組合が起こした
地方債に係る償還負担見込額が減少したことや財政調整基金、減債基金など充当可能基
金の残高が増加したことなどにより、昨年に比べ 17.3 ポイント減少しました。
　しかしながら、それぞれの比率は依然として全国市区町村平均を上回っており、今後
も引き続き行財政改革を推進し、より健全な財政運営に努めてまいります。

◆健全化判断比率　　　　　　　　　　　　　　　　◆資金不足比率

◆健全化判断指標の県内市町村平均および全国市区町村平均（速報値）

◆健全化判断比率の見込み
　「滑川市健全な財政に関する条例」の規定などにより、健全化判断比率を推計した結果についてお知らせし
ます。
　実質公債費比率については、下水道事業債の償還財源に充てる繰入金の増加が見込まれるものの、一般会計
における地方債の元利償還金が減少することにより、わずかながら低下傾向で推移するものと見込まれます。
　また、将来負担比率については、公共施設の耐震化事業の積極的な取り組みにより、一般会計における地方
債残高の増加や財政調整基金など充当可能基金の減少に加え、下水道事業債の償還に充てるための一般会計か
らの繰入れ見込額の増加が見込まれることなどから、上昇は避けられない見通しであり、今後の財政運営につ
いて十分留意していく必要があります。

本市の

健全化判断比率（％）
国が定める基準（％）

平成 23 年
度決算

（参考）
前年度

早期健全化
基準

財政再生基
準

実 質 赤 字 比 率 － － １３．８７ ２０．００

連結実質赤字比率 － － １８．８７ ３０．００

実 質 公 債 費 比 率 １４．７ １６．５ ２５．０ ３５．０

将 来 負 担 比 率 ７０．８ ８８．１ ３５０．０
※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、「－」と
表示しています。

◦実　質　赤　字　比　率 ･･･ 一般会計などの実質赤字の標準財政規模に対する比率
◦連結実質赤字比率 ･･･ 全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
◦実　質　公　債　費　比　率 ･･･ 一般会計などが負担する元利償還金などの標準財政規模に対する比率
◦将　来　負　担　比　率 ･･･ 一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
◦資　金　不　足　比　率 ･･･ 公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率

用 語 解 説

県内市町村平均（％）全国市区町村平均（％）

実 質 公 債 費 比 率 １５．９ ９．９
将 来 負 担 比 率 １１６．９ ６９．２

平成24年度（％）平成25年度（％）平成26年度（％）平成27年度（％）平成28年度（％）

実 質 赤 字 比 率 － － － － －
連結実質赤字比率 － － － － －
実 質 公 債 費 比 率 １４．７ １４．５ １４．１ １４．０ １４．０

将 来 負 担 比 率 ７０．８ ７５．６ ８５．８ ９４．９ １０３．６
※各年度の比率は、当該年度の前年度の決算（見込み）に基づく数値です。
※赤字額がない、またはないと見込まれるため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は、「－」と表示しています。

一般会計における歳入の見込みおよび歳出の計画額

　「滑川市健全な財政に関する条例」の規定により、中期財政計画を定めたので、お知らせします。
　中期財政計画は、「滑川市総合計画」に掲げられている施策・事業の着実な推進に向けて、中期的な財政収
支の見通しを立て、現在および将来における行財政運営上の課題を明らかにしながら、計画的かつ健全な財政
運営を行っていくための指針とするものです。
　なお、この計画は一定の前提条件での試算であり、財政環境は社会経済情勢の変化や地方財政制度の動向な
どに大きく左右されることから、毎年、最新の財政事情を踏まえて見直しすることとしています。
❶計画期間　平成 24 年度から平成 28 年度までの５年間とします。
❷対象会計　行政運営の基本的な経費全般を計上する一般会計を対象とします。

◆歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

◆歳出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

問合せ先　財政課（内線２６１）

区　　分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
地 方 税 ４，２６６ ４，２８７ ４，３０９ ４，２３０ ４，２５２
地 方 譲 与 税 な ど ４５１ ４５０ ４５０ ４４９ ４４９
地 方 交 付 税 ２，１８０ ２，１６２ ２，１７３ ２，２５３ ２，２９２
国 県 支 出 金 ２，７７８ ２，２６２ ２，００８ ２，１０７ ２，０４６
地 方 債 １，５３８ １，６７９ ８４４ ９９３ ９９５
そ の 他 ２，１４５ ２，１３９ ２，０７５ ２，０１５ １，８８１
歳 入 合 計 １３，３５８ １２，９７９ １１，８５９ １２，０４７ １１，９１５

区　　分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
義 務 的 経 費 ５，５２９ ５，５４０ ５，５６９ ５，６７７ ５，８１９

人 件 費 １，８６６ １，８７３ １，８７２ １，８９３ １，８７０
扶 助 費 ２，５４０ ２，５８２ ２，６３４ ２，６８７ ２，７４１
公 債 費 １，１２３ １，０８５ １，０６３ １，０９７ １，２０８

投 資 的 経 費 ２，７８１ ２，０６１ ９０４ ９９７ ６７７
そ の 他 の 経 費 ５，０４８ ５，３７８ ５，３８６ ５，３７３ ５，４１９
歳 出 合 計 １３，３５８ １２，９７９ １１，８５９ １２，０４７ １１，９１５

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
地 方 債 残 高 １０，８９２ １１，６６９ １１，６４３ １１，７３３ １１，７１５

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
財 政 調 整 基 金 １，６３２ １，４６９ １，１６６ ９３０ ８７３
減 債 基 金 ４０３ ３９３ ３８４ ３６４ ２８４
公共施設整備基金 ３３０ ２２０ ２２０ ２３０ ２６０

計 ２，３６５ ２，０８２ １，７７０ １，５２４ １，４１７

一般会計における地方債残高の見込み

財政調整基金などの残高の見込み

　計画期間内においては、滑川市総合計画の前期基本計画および本年９月に策定した毎年度の実施事業など
を掲げた実施計画に基づき、総合的かつ計画的に取り組んでいくこととしており、中でも学校施設や市庁舎、
市民会館などの公共施設の耐震化事業を最重要施策と位置づけ、財政健全性の確保に努めながら、積極的に
推進していくこととしています。
　こうしたことにより、地方債残高は、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて大幅に増加し、その後は、
ほぼ横ばいで推移するものと見込まれます。
　また、基金残高についても、公共施設の耐震化事業の実施により、年度間の財源不足の不均衡を調整する
ための財政調整基金をはじめ、減債基金および公共施設整備基金の各基金の減少が見込まれます。
　加えて、し尿処理施設、広域消防関連施設などの整備事業や、医療、介護、下水道事業に対する繰出金の
増加により、今後も厳しい財政状況が続くものと予測されることから、引き続き徹底した経費の節減合理化
を図るとともに、財源の重点的かつ効率的な配分による財政運営を行っていく必要があります。

概要と課題
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平成23年度決算に基づく健全化判断比率などの状況について

本市の

資金不足比率（％）

国が定める

基準（％）

平成 23 年
度決算

（参考）
前年度

早期健全化
基準

水 道 事 業 会 計 － － ２０．０

下水道事業特別会計 － － ２０．０

農業集落排水事業特別会計 － － ２０．０

工業団地造成事業特別会計 － － ２０．０
※資金の不足額がないため、各公営企業における資金不
足比率は、「－」と表示しています。


